

	
	転入予定の申込に係る確認項目（確認後回答欄に☑してください）

	回答欄
	【育児休業を取得中または今後取得予定の方はこちらにチェックしてください】
入園後１か月以内の復帰が必要です。職場復帰の予定がない方（育児休業を継続する方）は、保育を必要とする要件に該当しないため、お申込みは出来ませんのでご注意ください。ただし、利用調整において「求職中」と同等の指数として取り扱わせていただく場合に限り、特例的にお申込みを認めています。また、入園希望月の前月末まで認可保育園に在園する必要があります。

	
	□入園後１か月以内に職場復帰します
	□入園後も育児休業を継続します



保育所入園の申込みにあたり、上記の事項について確認・同意します。
· 同意します



　　　　　　年　　　月　　　日　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
